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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成26年８月８日に提出した第97期第１四半期（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）四半期報告書の記

載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第３　提出会社の状況

１　株式等の状況

(1）株式の総数等

②　発行済株式

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。

 

第一部　【企業情報】
第３　【提出会社の状況】

１　【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】

②　【発行済株式】

（注）７．Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(９)取得条項

 

（訂正前）

当行は、Ｂ種取得請求期間中に取得請求のなかったＢ種優先株式を、同期間の末日の翌日以降

の日で取締役会が定める日（以下「一斉取得日」という。）をもって取得し、これと引換えに、

Ｂ種優先株式1株の払込金額相当額を普通株式の時価で除して得られる数の普通株式を交付す

る。普通株式の時価とは、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所に

おける当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数

を除く。）をいい、平均値の計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。ただし、当該平均値がＢ種取得請求期間の末日において有効なＢ種取得価額の70％に相当

する額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「下限一斉

Ｂ種取得価額」という。）を下回るときは、Ｂ種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉Ｂ種

取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとし、当該平均値がＢ種取得請求期間の

末日において有効なＢ種取得価額の100％に相当する額（以下「上限一斉Ｂ種取得価額」とい

う。）を上回るときは、Ｂ種優先株式1株の払込金額相当額を上限一斉Ｂ種取得価額で除して得

られる数の普通株式を交付するものとする。また、一斉取得日までに当行がＤ種優先株式を第12

条の５第10項に定める普通株式を対価とする取得条項により取得した場合には、Ｂ種優先株式1

株の払込金額相当額を下限一斉Ｂ種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとす

る。交付すべき普通株式数の算出において1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に

従いこれを取り扱う。

 

（訂正後）

当行は、Ｂ種取得請求期間中に取得請求のなかったＢ種優先株式を、同期間の末日の翌日以降

の日で取締役会が定める日（以下「一斉取得日」という。）をもって取得し、これと引換えに、

Ｂ種優先株式1株の払込金額相当額を普通株式の時価で除して得られる数の普通株式を交付す

る。普通株式の時価とは、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所に

おける当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数

を除く。）をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入す

る。ただし、当該平均値がＢ種取得請求期間の末日において有効なＢ種取得価額の70％に相当す

る額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。）（以下「下限一斉Ｂ種

取得価額」という。）を下回るときは、Ｂ種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉Ｂ種取得

価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとし、当該平均値がＢ種取得請求期間の末日

において有効なＢ種取得価額の100％に相当する額（以下「上限一斉Ｂ種取得価額」という。）

を上回るときは、Ｂ種優先株式1株の払込金額相当額を上限一斉Ｂ種取得価額で除して得られる
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数の普通株式を交付するものとする。また、一斉取得日までに当行がＤ種優先株式を８．(10)①

に定める普通株式を対価とする取得条項により取得した場合には、Ｂ種優先株式1株の払込金額

相当額を下限一斉Ｂ種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。交付すべ

き普通株式数の算出において1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取

り扱う。
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